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高
速
道
路
料
金
引
き
下
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
一
六
九
回
国
会
質
問
第
二
四
四
号
に
お
い
て
、
私
は
、
「
高
速
道
路
の
料
金
徴
収
経
費
を
縮
減
す
る
方
策
に
つ
き
、
具
体

的
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
各
方
法
の
概
要
、
設
置
コ
ス
ト
、
縮
減
予
想
額
に
つ
き
、
数
値
を
示
し
て
ご
説

明
願
い
た
い
。
」
旨
の
質
問
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
内
閣
よ
り
、
「
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
総
称

す
る
。
）
で
は
、
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
、
法
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金
。
以
下
同
じ
。
）
を
徴
収

す
る
方
法
と
し
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
な
ど
、
料
金
徴
収
経
費
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
更
な
る

料
金
徴
収
経
費
の
縮
減
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
お
い
て
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」

旨
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

こ
れ
に
関
連
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
導
入
等
に
よ
る
料
金
徴
収
経
費
の
縮
減
実
績
額
ま
た
は
縮
減
予
想
額
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
に
各
会
社
が

行
っ
た
検
討
等
に
よ
る
具
体
的
な
数
値
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
お
示
し
願
い
た
い
。

一



二

金
子
国
土
交
通
大
臣
は
二
〇
〇
八
年
十
月
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
「
地
方
が
先
行
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
国
の
高
速
道
路
で
大
幅
に
高
速
道
路
料
金
を
引
き
下
げ
て
い
く
方
向
で
検
討
し
た
い
」
旨
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

当
該
料
金
引
き
下
げ
を
検
討
す
る
の
は
、
政
府
、
会
社
の
い
ず
れ
が
主
体
か
。
な
お
、
料
金
の
額
お
よ
び
徴
収
期
間
は
、
国

土
交
通
大
臣
へ
の
申
請
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
法
第
三
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
第
四
号
）
。

三

内
閣
は
、
二
〇
〇
八
年
四
月
十
一
日
時
点
で
、
前
述
の
第
一
六
九
回
国
会
質
問
第
二
四
四
号
に
対
し
て
「
国
土
交
通
省
に

お
い
て
は
、
一
部
ま
た
は
特
定
の
高
速
道
路
に
つ
き
無
料
化
し
た
場
合
の
経
済
効
果
の
試
算
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。
」
旨

の
答
弁
を
さ
れ
て
い
る
が
、
同
日
以
後
同
年
十
月
八
日
ま
で
に
当
該
試
算
お
よ
び
無
料
化
に
か
か
わ
る
経
費
の
試
算
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
無
料
化
し
た
場
合
と
、
料
金
を
減
額
し
た
場
合
の
試
算
に
つ
き
比
較
し
た
こ
と
が
あ
る

か
。

四

一
九
五
六
年
に
高
速
道
路
で
料
金
徴
収
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
二
〇
〇
八
年
十
月
八
日
ま
で
の
間
に
、
一
部
ま
た
は
特
定
の

高
速
道
路
に
つ
き
料
金
を
減
額
し
た
場
合
の
経
済
効
果
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
経
費
に
つ
い
て
試
算
を
行
っ
た
こ
と
は
あ

る
か
。
あ
る
場
合
、
具
体
的
に
数
値
を
お
示
し
願
い
た
い
。

五

料
金
設
定
に
関
し
て
、
様
々
な
試
算
を
行
い
、
そ
の
数
値
を
把
握
す
る
こ
と
が
道
路
政
策
の
決
定
に
お
い
て
重
要
で
あ
る

二



と
考
え
る
が
、
い
か
に
お
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

三


